
初心者講習について

１ 初心者講習とは

初心運転者講習とは、運転免許取得後１年以内（初心運転者期間内）に、３点以上の交通違反や事故を
起こした方に対する講習です。

講習実施機関 所在地 電話番号

大分県自動車学校 大分市賀来北１丁目１１番６号 ０９７－５４９－１１１５

大分自動車学校 大分市大字津守５６４番地の４ ０９７－５６９－４００３

大分東自動車学校 大分市大字皆春５３１番地の１ ０９７－５２１－００３３

亀の井自動車学校・鶴崎 大分市大字鶴瀬４５４番地 ０９７－５２１－２１２１

大分自動二輪車教習所 大分市大字松岡１９５０番地 ０９７－５２０－１２５４

亀の井自動車学校・別府 別府市上人本町４番１０号 ０９７７－６６－４１７７

杵築自動車学校 杵築市大字日野２８９３番地 ０９７８－６３－３９１１

国東自動車学校 国東市国東町北江４３９８番地 ０９７８－７２－０３９９

豊の里自動車学校 豊後高田市新地１６７５番地１ ０９７８－２２－３１１５

宇佐自動車学校 宇佐市大字長洲２４００番地 ０９７８－３８－２１１１

中津自動車学校 中津市大字大新田３６８番地の２ ０９７９－２２－３５３１

玖珠自動車教習所 玖珠郡玖珠町大字塚脇５２番地の２ ０９７３－７２－０５７３

日田自動車学校 日田市桃山町２４４１番地 ０９７３－２２－６２３６

亀の井自動車学校・竹田 竹田市大字植木７４０番地 ０９７４－６３－２２３３

三重自動車学校 豊後大野市三重町内田１２８０番地 ０９７４－２２－００２０

佐伯自動車学校 佐伯市新女島６７８５番地 ０９７２－２２－２５８１

亀の井自動車学校・臼杵 臼杵市大字井村１８００番地 ０９７２－６２－５１９５

２ 対象者

○ 軽微な違反（３点未満）を繰り返し、点数が３点以上になった場合
○ １回の交通違反又は交通事故により、点数が４点以上になった場合
○ １回の交通違反で３点になる違反をした後に、再度違反をして４点以上になった場合
のいずれかに該当する方を対象とします。
※ 受講しなかった場合は、再試験の対象者となり、不合格の場合は対象となっている免許が取り消
されます。

※ 免許の種類（準中型、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、原付免許）ごとに免許取得後
の１年間（停止処分期間を除く。）が初心運転者期間です。

※ 免許の有効期間が失効し、６か月以上経過した方（理由ある特定失効者）が、期限切れ申請によ
り免許を取得した場合も、取得後１年間は初心運転者期間です。

※ 初心運転者講習を受けた後、初心運転者期間内に、さらに３点以上（１回で３点の場合を除く。）
の交通違反や事故を起こした場合には、再試験の対象者となります。

※ 再試験の対象者には、再試験通知書を配達証明郵便で送付します。
※ 再試験は、学科試験と実技試験（原付は学科のみ）です。
学科試験は９０点以上、実技試験は７０点以上が合格基準です。

※ 再試験を受験しなかった場合には、対象となっている免許は取り消し対象となり、公安委員会の

意見の聴取で処分が決定します。

３ 講習の場所（実施機関）



７ 初心運転者講習の受講が免除される場合

大分県警察本部運転免許課 （大分県運転免許センター） 講習係
＜住所＞ 大分市大字松岡６６８７番地
＜電話＞ ０９７－５２８－３０００
＜問い合わせ時間＞ 午前８時３０分～午後５時 （土日祝日、年末年始を除く）

問い合わせ先

○ 初心運転者講習の対象者には、講習通知書を配達証明郵便で送付します。
○ 受講期間は、講習通知書を受け取った日の翌日から１か月以内です。
○ 講習日時と場所は、講習通知書に同封の講習実施予定表から、受講者が受講可能な自動車学校に予
約し、受講してもらいます。

６ 講習の内容

上位免許を取得した場合は、初心運転者講習が免除されます。
※上位免許とは、例えば普通免許の上位免許は、準中型、中型、大型の各免許であり、普通二輪免許
の上位免許とは大型二輪免許となります。

４ 講習の通知・機関

○ 座学講習
○ 実車講習
○ グループディスカッション など

５ 講習の時間・手数料

８ やむを得ない理由により１ヶ月以内に受講できない場合

講習の受講期間は、講習通知書を受領した日の翌日から１か月以内ですが、次に掲げるやむを得ない理
由がある場合には、その期間を除いた通算１か月以内に受けることができます。
この場合、やむを得ない理由を証明する書類が必要となります。
○ 海外旅行をしていること
○ 災害を受けていること
○ 病気にかかり、又は負傷していること
○ 法令の規定により、身体の自由を拘束されていること
○ 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること

※ 初心運転者講習や再試験の対象になった方については、免許の有効期間が切れた場合、上記理由
の有無を問わず、期限切れ手続はできません。

９ 聴覚に障がいのある方へ

聴覚に障害があり、講習内容を聞き取りにくい方は、事前に担当係にお問い合わせください。

講習区分 講習時間
受講手数料

令和７年３月24日まで
受講手数料

令和７年３月24日以降

準中型免許 ７時間 １５，９５０円 １７，１００円

普通免許 ７時間 １５，２５０円 １６，０５０円

大型二輪免許 ７時間 １９，８００円 ２０，９５０円

普通二輪免許 ７時間 １８，７５０円 １９，９００円

原付免許 ４時間 １０，７００円 １１，２００円

＊上記手数料には、通知手数料９００円を含む。 ＊上記手数料には、通知手数料１，０００円を含む。


